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平成３１年４月１日

人 事 院 事 務 総 長

「災害補償制度の運用について」の一部改正について（通知）

「災害補償制度の運用について（昭和４８年１１月１日職厚―９０５）」（以

下「運用通知」という。）の一部を下記のとおり改正したので、平成３１年４月

１日以降は、これによってください。

なお、平成３２年３月３１日までの間におけるこの通知による改正後の運用通

知別表第２警察庁の欄の規定の適用については、当該規定中

「

管区警察学校
」

「

管区警察学校
とあるのは、

四国警察支局警察学校
としてください。

」

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこ

れに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のよ

うに改める。



改 正 後 改 正 前

第１１の２ 介護補償関係 第１１の２ 介護補償関係

１～３ （略） １～３ （同左）

４ 規則１６―０第２８条の３の ４ 規則１６―０第２８条の３の

「人事院が定める額」は、次に 「人事院の定める額」は、次に

掲げる場合の区分に応じ、それ 掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額とする。 ぞれ次に定める額とする。

⑴ 介護を要する状態の区分が ⑴ 介護を要する状態の区分が

規則１６―０第２８条の２の 規則１６―０第２８条の２の

表常時介護を要する状態の項 表常時介護を要する状態の項

に該当する場合（⑵において に該当する場合（⑵において

「常時介護を要する場合」と 「常時介護を要する場合」と

いう。）において、一の月に いう。）において、一の月に

介護に要する費用を支出して 介護に要する費用を支出して

介護を受けた日があるとき（ 介護を受けた日があるとき（

⑵に掲げる場合を除く。） ⑵に掲げる場合を除く。）

その月における介護に要する その月における介護に要する

費用として支出された額（そ 費用として支出された額（そ

の額が１６５，１５０円を超 の額が１０５，２９０円を超

えるときは、１６５，１５０ えるときは、１０５，２９０

円） 円）

⑵ 常時介護を要する場合にお ⑵ 常時介護を要する場合にお

いて、一の月に親族又はこれ いて、一の月に親族又はこれ

に準ずる者による介護を受け に準ずる者による介護を受け

た日があるとき（その月に介 た日があるとき（その月に介



護に要する費用を支出して介 護に要する費用を支出して介

護を受けた日がある場合にあ 護を受けた日がある場合にあ

っては、当該介護に要する費 っては、当該介護に要する費

用として支出された額が７０ 用として支出された額が５７

，７９０円以下であるときに ，１９０円以下であるときに

限る。） ７０，７９０円（ 限る。） ５７，１９０円（

新たに介護補償を支給すべき 新たに介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっては、 事由が生じた月にあっては、

介護に要する費用として支出 介護に要する費用として支出

された額） された額）

⑶ 介護を要する状態の区分が ⑶ 介護を要する状態の区分が

規則１６―０第２８条の２の 規則１６―０第２８条の２の

表随時介護を要する状態の項 表随時介護を要する状態の項

に該当する場合（⑷において に該当する場合（⑷において

「随時介護を要する場合」と 「随時介護を要する場合」と

いう。）において、一の月に いう。）において、一の月に

介護に要する費用を支出して 介護に要する費用を支出して

介護を受けた日があるとき（ 介護を受けた日があるとき（

⑷に掲げる場合を除く。） ⑷に掲げる場合を除く。）

その月における介護に要する その月における介護に要する

費用として支出された額（そ 費用として支出された額（そ

の額が８２，５８０円を超え の額が５２，６５０円を超え

るときは、８２，５８０円） るときは、５２，６５０円）

⑷ 随時介護を要する場合にお ⑷ 随時介護を要する場合にお

いて、一の月に親族又はこれ いて、一の月に親族又はこれ

に準ずる者による介護を受け に準ずる者による介護を受け



た日があるとき（その月に介 た日があるとき（その月に介

護に要する費用を支出して介 護に要する費用を支出して介

護を受けた日がある場合にあ 護を受けた日がある場合にあ

っては、当該介護に要する費 っては、当該介護に要する費

用として支出された額が３５ 用として支出された額が２８

，４００円以下であるときに ，６００円以下であるときに

限る。） ３５，４００円（ 限る。） ２８，６００円（

新たに介護補償を支給すべき 新たに介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっては、 事由が生じた月にあっては、

介護に要する費用として支出 介護に要する費用として支出

された額） された額）

５～９ （略） ５～９ （同左）

第１８ 福祉事業関係 第１８ 福祉事業関係

１～６ （略） １～６ （同左）

７ 奨学援護金の取扱いについて ７ 奨学援護金の取扱いについて

は、次による。 は、次による。

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （同左）

⑶ 規則１６―３第１５条第１ ⑶ 規則１６―３第１５条第１

項第１号の人事院が定める職 項第１号の人事院が定める職

業能力開発総合大学校におけ 業能力開発総合大学校におけ

る職業訓練は、職業能力開発 る職業訓練又は指導員訓練は

促進法施行規則第３６条の２ 、職業能力開発促進法施行規

第１項に規定する高度職業訓 則第３６条の２第１項に規定

練とする。 する高度職業訓練又は職業能

力開発促進法施行規則の一部



を改正する省令（平成２５年

厚生労働省令第６１号）によ

る改正前の職業能力開発促進

法施行規則第３６条の５に規

定する長期課程の指導員訓練

（同令附則第２条に規定する

間におけるものに限る。）と

する。

⑷～⑹ （略） ⑷～⑹ （同左）

８～１６ （略） ８～１６ （同左）

別表第２ 補償事務主任者を置く組 別表第２ 補償事務主任者を置く組

織区分（国の機関） 織区分（国の機関）

実施機関 組織区分 実施機関 組織区分

（略） （略） （同左） （同左）

警察庁 （略） 警察庁 （同左）

管区警察局 管区警察局

警察支局

（略） （同左）

（略） （略） （同左） （同左）

総務省 （略） 総務省 （同左）

消防庁の内部部局 消防庁

（略） （同左）

法務省 （略） 法務省 （同左）

婦人補導院 婦人補導院

入国者収容所



（略） （同左）

地方法務局 地方法務局

保護観察所 地方入国管理局

出入国在留管理庁 保護観察所

の内部部局

入国者収容所

地方出入国在留管

理局

（略） （同左）

（略） （略） （同左） （同左）

備考 （略） 備考 （同左）

以 上


